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五
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

深
沢
等
々
力

甲
州
市
勝
沼
町
深
沢
字
●
尾
向
三
三

一
七
・
〇
平
成
二
十
五

線

三
九
番
の
二
地
先
か
ら

年
二
月
四
日

甲
州
市
勝
沼
町
深
沢
字
●
尾
向
下
官

有
無
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
〇
号

山
梨
市
万
力
字
原
ノ
前
八
一
番
の
一

一
七
九
・
八
平
成
二
十
五

道

地
先
か
ら

年
二
月
四
日

山
梨
市
落
合
字
百
十
所
一
番
の
七
地

先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
万
力
字
原
ノ
前
八
一
番
の
三
地
先
か
ら

旧

九
・
八
〜

一
九
・
三

山
梨
市
万
力
字
原
ノ
前
八
一
番
の
一
地
先
ま
で

一
一
・
〇

新

九
・
六
〜

一
九
・
三

九
・
八

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
七

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

二
月
四
日

第
二
千
二
百
九
十
六
号

月　曜　日



山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
塩
山
停
車
場
大
菩
薩
嶺
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
字
上
ノ
原
五
二
九
番
の
一

旧

一
〇
・
〇
〜

二
八
・
八

地
先
か
ら

一
〇
・
七

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
字
上
ノ
原
五
二
九
番
の
三

地
先
ま
で

新

一
〇
・
二
〜

二
八
・
八

一
六
・
七

山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

山
梨
市
万
力
字
足
原
田
一
一
二
九
番
の
一
地
先
か

旧

一
一
・
五
〜

六
八
・
〇

ら

四
一
・
四

山
梨
市
万
力
字
足
原
田
一
〇
一
七
番
の
一
地
先
ま

で

新

一
三
・
〇
〜

六
八
・
〇

四
一
・
四

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
富
士
五
湖
ス
ケ
ー
ト
ク
ラ
ブ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
●
　
淳

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
西
桂
町
小
沼
千
六
百
七
十
八
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
及
び
近
隣
他
地
域
の
あ
ら
ゆ
る
方
に
対
し
て
、
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
む

場
の
提
供
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
ス
ケ
ー
ト
文
化
を
普
及
・
推
進
す
る
活
動
を
行

い
、
併
せ
て
ス
ケ
ー
ト
を
通
じ
た
青
少
年
の
健
全
育
成
や
地
域
貢
献
、
寒
冷
地
な
ら
で
は
の
魅
力

づ
く
り
、
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
気
軽
に
ス
ケ
ー
ト
を
楽
し
め
る
文
化
や
場
所
を
後
世
に
残
す
こ

と
、
ス
ケ
ー
ト
を
通
じ
た
地
域
経
済
や
地
域
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
年
月
日

事
業
所
番
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

四
八



リ
ハ
ビ
リ
オ
ア

山
梨
県
南
巨
摩

一
九
七
〇
七
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

平
成
二
十
四
年

シ
ス
デ
イ
サ
ー

郡
南
部
町
南
部

一
二
一
三

通
所
介
護

十
二
月
二
十
八

ビ
ス
な
ん
ぶ

九
千
四
百
三
十

日

八
番
地

か
じ
か
ナ
ー
ス

山
梨
県
南
巨
摩

一
九
六
〇
七
九

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
平
成
二
十
五
年

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

郡
身
延
町
身
延

〇
〇
六
九

理
指
導
　
居
宅
療
養
管
一
月
一
日

三
千
六
百
三
十

理
指
導

七
番
地

指
定
居
宅
介
護

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

支
援
事
業
所
真

国
玉
町
七
百
五

三
六
三
四

心

十
四
番
地
サ
ン

ハ
ウ
ス
落
合
二

階

ケ
ア
ビ
ス
居
宅

山
梨
県
中
巨
摩

一
九
七
〇
八
〇

居
宅
介
護
支
援

介
護
支
援
事
業

郡
昭
和
町
西
条

一
一
二
〇

所

五
千
一
番
地
三

井
ビ
ル
二
の
Ｅ

号
室

サ
ン
ク
ー
ル
石

山
梨
県
笛
吹
市

一
九
七
一
八
〇

介
護
予
防
訪
問
介
護

和
訪
問
介
護
事

石
和
町
松
本
四

〇
七
九
〇

訪
問
介
護

業
所

百
十
六
番
地
一

ア
ー
ク
居
宅
介

山
梨
県
甲
府
市

一
九
四
〇
一
一

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
平
成
二
十
五
年

護
支
援
事
業
所

富
竹
一
丁
目
三

三
九
二
九

与
　
福
祉
用
具
貸
与

一
月
七
日

番
十
三
号

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売
　
特
定
福
祉
用

具
販
売
　
居
宅
介
護
支

援

ケ
ア
ー
ズ
富
竹

山
梨
県
甲
府
市

一
九
六
〇
一
九

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
二
十
五
年

訪
問
看
護
リ
ハ

富
竹
一
丁
目
二

〇
二
〇
三

訪
問
看
護

一
月
十
日

ビ
リ
ス
テ
ー
シ

番
十
一
号

ョ
ン

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
ク
リ

徳
行
一
丁
目
三

三
五
四
三

ー
ム

番
二
十
二
号

サ
テ
ラ
イ
ト
特

山
梨
県
甲
府
市

一
九
七
〇
一
〇

介
護
予
防
短
期
入
所
生
平
成
二
十
五
年

養
尚
古
園

中
央
一
丁
目
十

三
六
二
六

活
介
護
　
短
期
入
所
生
一
月
十
七
日

六
番
二
号

活
介
護

絆
花
鳥
の
家
指

山
梨
県
笛
吹
市

一
九
七
一
八
〇

介
護
予
防
通
所
介
護

定
通
所
介
護
事

八
代
町
竹
居
千

〇
八
〇
八

通
所
介
護

業
所

二
百
三
十
五
番

地
一

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
若
狭
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
石
和
町
市
部
百
三
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
若
狭
正

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
四
）
第
二
二
八
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装

仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

四
九



平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
一
月
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
信
和
電
技

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
千
塚
四
丁
目
十
二
番
三
十
五
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
斉
藤
文
隆

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
二
五
一
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
帶
金
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
下
積
翠
寺
町
四
百
四
十
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
帶
金
正
則

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
三
九
一
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
留
市
つ
る
五
丁
目
五
八
八
の
一
、
五
八
八
の
二
、
五
八
九
の
一
、
五
八
九
の
二
、
五
八
九
の
三
、

五
九
〇
、
五
九
一
、
五
九
二
、
五
九
五
、
五
九
六
、
六
〇
〇
の
一
、
六
〇
〇
の
三
、
六
〇
〇
の
四
、

六
〇
〇
の
五
及
び
水
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
及
び
都
留
　

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
留
市
上
谷
一
丁
目
一
番
一
号
　
都
留
市
長
　
小
林
　
義
光

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
三
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

別
表
第
一
中

「
一
四
〇

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
一
七
八

石
和
温
泉
駅
南
平
成
一
四
年
四
月
四
日

番
地
先
（
県
道
石
和
温
泉
停
車
場
線

告
示
第
一
八
号

と
市
道
一
四
号
線
と
が
交
わ
る
十
字

路
交
差
点
）

」

を「
一
四
〇

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
三
番
地
一
先

石
和
温
泉
駅
南
平
成
二
五
年
二
月
四
日

（
県
道
石
和
温
泉
停
車
場
線
と
町
道

告
示
第
一
三
号

と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
〇



に
、

「
一
六
二

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
七
番
地
一

石
和
温
泉
駅
前
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日

先
（
県
道
石
和
温
泉
停
車
場
線
と
県

告
示
第
六
〇
号

道
石
和
温
泉
停
車
場
松
本
線
と
の
十

字
路
交
差
点
）

」

を「
一
六
二

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九
番
地
五
先

石
和
温
泉
駅
前
平
成
二
五
年
二
月
四
日

（
県
道
石
和
温
泉
停
車
場
線
と
県
道

告
示
第
一
三
号

石
和
温
泉
停
車
場
松
本
線
と
の
十
字

路
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「
一
〇
七

町
　
道

中
巨
摩
郡
田
富
町
布
施

車
　
両

日
曜
、

南
甲
四
九
・
四
・
一
一

一
、
五
六
七
番
地
先
（

（
自
転

休
日
を

府

一
六
号

土
橋
方
）
か
ら
中
巨
摩

車
を
除

除
く
七

郡
田
富
町
布
施
一
、
八

く
。）

時
か
ら

六
六
番
地
先
（
越
水
方

九
時
ま

）
ま
で

で

（
一
、
二
〇
〇
メ
ー
ト

ル
）

」

を「
一
〇
七

市
道

中
央
市
布
施
一
、
五
六

車
両
（

日
曜
、

南
甲
平
成
二
五
年
二
月
四

七
番
地
先
（
田
富
中
学

軽
車
両

休
日
を

府

日

校
南
西
角
交
差
点
東
側

を
除
く

除
く
七

告
示
第
一
三
号

丁
字
路
交
差
点
）
か
ら

。）

時
か
ら

中
央
市
布
施
一
、
八
四

九
時
ま

一
番
地
先
（
田
富
東
ラ

で

ン
プ
交
差
点
東
側
丁
字

路
交
差
点
）
ま
で
の
間

（
一
、
〇
八
〇
メ
ー
ト

ル
）

」

に
、

「
七
一
一

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

車
両
（

終
日

甲
府
平
成
二
四
年
一
一
月

周
辺
土

一
番
先
（
主
要
地
方
道

大
型
自

二
二
日

地
区
画

甲
府
山
梨
線
（
武
田
通

動
車
、

告
示
第
一
二
五
号

整
理
七

り
）
と
市
道
と
の
十
字

大
型
特

号
線

路
交
差
点
）
か
ら
甲
府

殊
自
動

市
北
口
二
丁
目
一
〇
番

車
、
中

二
号
先
（
県
立
図
書
館

型
自
動

南
西
角
丁
字
路
交
差
点

車
）

）
ま
で
（
九
〇
メ
ー
ト

ル
）

」

を「
七
一
一

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

車
両
（

終
日

甲
府
平
成
二
四
年
一
一
月

周
辺
土

一
番
先
（
主
要
地
方
道

大
型
自

二
二
日

地
区
画

甲
府
山
梨
線
（
武
田
通

動
車
、

告
示
第
一
二
五
号

整
理
七

り
）
と
市
道
と
の
十
字

大
型
特

号
線

路
交
差
点
）
か
ら
甲
府

殊
自
動

市
北
口
二
丁
目
一
〇
番

車
、
中

二
号
先
（
県
立
図
書
館

型
自
動

南
西
角
丁
字
路
交
差
点

車
）

）
ま
で
（
九
〇
メ
ー
ト

ル
）

七
一
二

市
道

甲
斐
市
竜
王
六
三
二
番

車
両
（

午
前
七

韮
崎
平
成
二
五
年
二
月
四

地
五
先
（
竜
王
北
小
学

軽
車
両

時
三
〇

日

校
北
東
側
丁
字
路
交
差

を
除
く

分
か
ら

告
示
第
一
三
号

点
）
か
ら
甲
斐
市
竜
王

。）

午
前
八

五
五
二
番
地
先
（
竜
王

時
三
〇

北
小
学
校
グ
ラ
ン
ド
南

分
ま
で

西
側
丁
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
間
（
二
九
〇
メ

ー
ト
ル
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
一



七
一
三

市
道

甲
斐
市
竜
王
六
三
二
番

車
両
（

午
前
七

韮
崎
平
成
二
五
年
二
月
四

地
二
三
先
（
竜
王
北
小

軽
車
両

時
三
〇

日

学
校
グ
ラ
ン
ド
南
東
側

を
除
く

分
か
ら

告
示
第
一
三
号

丁
字
路
交
差
点
）
か
ら

。）

午
前
八

甲
斐
市
竜
王
四
六
〇
番

時
三
〇

地
先
（
竜
王
北
中
学
校

分
ま
で

グ
ラ
ン
ド
南
側
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の
間
（

三
八
〇
メ
ー
ト
ル
）

七
一
四

市
道

甲
斐
市
竜
王
五
三
一
番

車
両
（

午
前
七

韮
崎
平
成
二
五
年
二
月
四

地
先
（
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線

軽
車
両

時
三
〇

日

カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

を
除
く

分
か
ら

告
示
第
一
三
号

南
側
）
か
ら
甲
斐
市
竜

。）

午
前
八

王
四
一
〇
番
地
一
先
（

時
三
〇

変
則
十
字
路
交
差
点
）

分
ま
で

ま
で
の
間
（
四
〇
〇
メ

ー
ト
ル
）

七
一
五

市
道

甲
斐
市
竜
王
四
六
〇
番

車
両
（

午
前
七

韮
崎
平
成
二
五
年
二
月
四

地
先
（
竜
王
北
中
学
校

軽
車
両

時
三
〇

日

グ
ラ
ン
ド
南
東
側
丁
字

を
除
く

分
か
ら

告
示
第
一
三
号

路
交
差
点
）
か
ら
甲
斐

。）

午
前
八

市
竜
王
三
九
九
番
地
六

時
三
〇

先
（
竜
王
北
中
学
校
北

分
ま
で

西
側
丁
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
間
（
三
三
〇
メ

ー
ト
ル
）

七
一
六

市
道

甲
斐
市
竜
王
四
一
七
番

車
両
（

午
前
七

韮
崎
平
成
二
五
年
二
月
四

地
先
（
竜
王
北
中
学
校

軽
車
両

時
三
〇

日

北
東
側
丁
字
路
交
差
点

を
除
く

分
か
ら

告
示
第
一
三
号

）
か
ら
甲
斐
市
竜
王
四

。）

午
前
八

一
〇
番
地
一
先
（
変
則

時
三
〇

十
字
路
交
差
点
）
ま
で

分
ま
で

の
間
（
九
五
メ
ー
ト
ル

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
五
三
五

市
道
一

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七

車
両

車
両
進
行

笛
吹
平
成
二
〇
年
五

号
線

七
番
地
八
先
（
石
和
温
泉

ロ
ー
タ
リ

月
八
日

駅
前
広
場
）
（
一
一
〇
メ

ー
入
口
か

告
示
第
五
八
号

ー
ト
ル
）

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
西

側
を
時
計

回
り
終
日

五
三
六

市
道
一

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七

車
両

車
両
進
行

笛
吹
平
成
二
〇
年
五

号
線

七
番
地
一
先
（
石
和
温
泉

ロ
ー
タ
リ

月
八
日

駅
前
広
場
）
（
九
〇
メ
ー

ー
内
北
側

告
示
第
五
八
号

ト
ル
）

中
央
か
ら

ロ
ー
タ
リ

ー
内
東
側

を
時
計
回

り
終
日

」

を「
五
三
五

市
道
一

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九

車
両

車
両
進
行

笛
吹
平
成
二
五
年
二

号
線

番
地
三
先
（
石
和
温
泉
駅

ロ
ー
タ
リ

月
四
日

前
ロ
ー
タ
リ
ー
）
（
一
一

ー
入
口
か

告
示
第
一
三
号

〇
メ
ー
ト
ル
）

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
西

側
を
時
計

回
り
終
日

五
三
六

市
道
一

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九

車
両

車
両
進
行

笛
吹
平
成
二
五
年
二

号
線

番
地
二
先
（
石
和
温
泉
駅

ロ
ー
タ
リ

月
四
日

前
ロ
ー
タ
リ
ー
）
（
九
〇

ー
内
北
側

告
示
第
一
三
号

メ
ー
ト
ル
）

中
央
か
ら

ロ
ー
タ
リ

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
二



ー
内
東
側

を
時
計
回

り
終
日

」

に
、

「
五
八
九

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
八

車
両

車
両
進
行

韮
崎
平
成
二
四
年
一

〇
号
下

〇
番
地
二
先
（
国
道
二
〇

南
か
ら
北

一
月
二
二
日

り
線
分

号
下
り
線
分
岐
路
入
口
）

へ
終
日

告
示
第
一
二
五

岐
路

か
ら
甲
斐
市
下
今
井
六
四

号

七
番
地
一
先
（
国
道
二
〇

号
下
り
線
分
岐
路
出
口
）

ま
で
（
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

）

」

を「
五
八
九

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
八

車
両

車
両
進
行

韮
崎
平
成
二
四
年
一

〇
号
下

〇
番
地
二
先
（
国
道
二
〇

南
か
ら
北

一
月
二
二
日

り
線
分

号
下
り
線
分
岐
路
入
口
）

へ
終
日

告
示
第
一
二
五

岐
路

か
ら
甲
斐
市
下
今
井
六
四

号

七
番
地
一
先
（
国
道
二
〇

号
下
り
線
分
岐
路
出
口
）

ま
で
（
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

）

五
九
〇

市
道
田

中
央
市
東
花
輪
五
八
二
番

車
両

車
両
進
行

南
甲
平
成
二
五
年
二

富
二
〇

地
一
二
先
（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪

ロ
ー
タ
リ

府

月
四
日

二
九
号

駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
入
口
）

ー
入
口
か

告
示
第
一
三
号

線

（
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
東

側
を
時
計

回
り
終
日

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「

二
〇
四

町
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本

西
進
す

日
曜
・

石
和

平
成
一
六
年
二
月

二
二
二
番
地
の
四
先
（

る
車
両

休
日
を

二
三
日

ホ
テ
ル
や
ま
な
み
北
側

（
軽
車

除
く
七

告
示
第
一
二
号

）

両
・
沿

時
か
ら

道
家
屋

九
時
ま

関
係
車

で
及
び

両
を
除

一
四
時

く
。）

か
ら
一

六
時
ま

で

二
〇
五

町
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本

北
進
す

日
曜
・

石
和

平
成
一
六
年
二
月

一
、
二
一
二
番
地
の
三

る
車
両

休
日
を

二
三
日

先
（
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ

（
軽
車

除
く
七

告
示
第
一
二
号

ン
タ
ー
し
ま
む
ら
石
和

両
・
沿

時
か
ら

店
西
側
）

道
家
屋

九
時
ま

関
係
車

で
及
び

両
を
除

一
四
時

く
。）

か
ら
一

六
時
ま

で

」

を「
二
〇
四

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一

西
進
す

日
曜
・

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

五
番
地
一
先
（
市
道
同

る
車
両

休
日
を

四
日

士
の
丁
字
路
交
差
点
）

（
軽
車

除
く
七

告
示
第
一
三
号

両
・
沿

時
か
ら

道
家
屋

九
時
ま

関
係
車

で
及
び

両
を
除

一
四
時

く
。）

か
ら
一

六
時
ま

で

二
〇
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一

北
進
す

日
曜
・

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

四
番
地
六
先
（
市
道
同

る
車
両

休
日
を

四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
三



士
の
丁
字
路
交
差
点
）

（
軽
車

除
く
七

告
示
第
一
三
号

両
・
沿

時
か
ら

道
家
屋

九
時
ま

関
係
車

で
及
び

両
を
除

一
四
時

く
。）

か
ら
一

六
時
ま

で

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
一
、
〇
一
四

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
一
二
六

二

石
和
平
九
・
一
・
二
〇

石
和
停

番
地
先
（
甲
斐
信
用
組
合
石
和
支
店

告
示

車
場
線

西
側
交
差
点
）

第
四
号

」

を「
一
、
〇
一
四

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
五
番
地
一
〇
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

和
温
泉

（
県
道
石
和
温
泉
停
車
場
線
・
鉄
塔

四
日

停
車
場

西
側
）

告
示
第
一
三
号

線

」

に
、

「
一
、
八
〇
七

国
　
道

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
身
延
工
業
団

一

南
部
五
一
・
三
・
二
三

三
〇
〇

地
入
口
交
差
点

一
一
号

号
線

」

を「
一
、
八
〇
七

国
道
三

南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
一
〇
、
六
三

二

南
部
平
成
二
五
年
二
月

〇
〇
号

四
番
地
一
三
先
（
身
延
工
業
団
地
入

四
日

口
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「

二
、
一
一
三

県
道
石

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
一
七
八

四

石
和
平
成
一
四
年
四
月

和
温
泉

番
地
先
（
石
和
温
泉
駅
南
交
差
点
）

四
日

停
車
場

告
示
第
一
八
号

線

」

を「
二
、
一
一
三

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
四
番
地
三
先

四

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

和
温
泉

（
石
和
温
泉
駅
南
交
差
点
）

四
日

停
車
場

告
示
第
一
三
号

線

」

に
、

「
二
、
二
五
六

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
無
番
地
吉
岡

一

石
和
五
三
・
一
〇
・
九

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
前

三
八
号

」

を「
二
、
二
五
六

削
除

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
四
、
二
〇
三

県
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
二
一
二

一

石
和
平
九
・
一
・
二
〇

石
和
停

番
地
先
（
ひ
ゅ
う
が
石
和
店
東
側
交

告
示

車
場
線

差
点
）

第
四
号

四
、
二
〇
四

県
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
二
五
四
番
地

一

石
和
平
九
・
一
・
二
〇

石
和
停

先
（
ニ
チ
イ
石
和
店
南
東
角
交
差
点

告
示

車
場
線

）

第
四
号

」

を「
四
、
二
〇
三

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
四
番
地
九
先

二

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

和
温
泉

（
石
和
橋
北
側
丁
字
路
交
差
点
）

四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
四



停
車
場

告
示
第
一
三
号

線

四
、
二
〇
四

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
六
番
地
六
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

和
温
泉

（
石
和
温
泉
駅
南
交
差
点
北
側
十
字

四
日

停
車
場

路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

線

」

に
、

「
四
、
二
三
七

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
二
二
二
番
地

一

石
和
平
九
・
七
・
二
四

先
（
サ
テ
ィ
石
和
店
駐
車
場
北
西
角

告
示

交
差
点
）

第
三
七
号

」

を「
四
、
二
三
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
六
番
地
一
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

（
石
和
温
泉
駅
前
公
園
南
西
側
丁
字

四
日

路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
五
、
一
二
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
四
〇
九
番

一

笛
吹
平
成
一
七
年
四
月

地
の
五
先
（
労
報
橋
北
交
差
点
）

二
八
日

告
示
第
三
七
号

」

を「
五
、
一
二
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
〇
番
地
四
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

（
労
報
橋
北
交
差
点
）

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
五
、
一
三
六

市
道
五

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
〇
五
六
番

三

笛
吹
平
成
一
七
年
六
月

四
〇
号

地
先
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
道
路
西
側

一
六
日

線
（
石

広
場
交
差
点
）

告
示
第
五
五
号

和
地
内

）

五
、
一
三
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
一
〇
四
番

一

笛
吹
平
成
二
二
年
七
月

地
先
（
丁
字
路
交
差
点
）

五
日

告
示
第
六
六
号

」

を「
五
、
一
三
六

市
道
五

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
六
番
地
一
先
（

三

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

四
〇
号

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
道
路
西
側
広
場
丁

四
日

線

字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

五
、
一
三
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
六
番
地
九
先
（

二

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

労
報
橋
北
西
側
丁
字
路
交
差
点
）

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
五
、
一
五
八

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
一
番
地
一

一

笛
吹
平
成
一
七
年
一
二

石
和
温

先

月
一
日

泉
駅
前

告
示
第
一
〇
五
号

区
画
道

路
二
号

線
）

五
、
一
五
九

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
七
番

一

笛
吹
平
成
一
七
年
一
二

石
和
温

地
二
先

月
一
日

泉
駅
前

告
示
第
一
〇
五
号

区
画
道

路
四
号

線
）

」

を「
五
、
一
五
八

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
三
番
地
三
先
（

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

石
和
温

石
和
温
泉
駅
前
交
差
点
東
側
丁
字
路

四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
五



泉
駅
前

交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

区
画
道

路
二
号

線
）

五
、
一
五
九

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
八
番
地
一
一
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

石
和
温

（
県
道
下
神
内
川
石
和
温
泉
停
車
場

四
日

泉
駅
前

線
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

区
画
道

路
四
号

線
）

」

に
、

「
五
、
一
六
六

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
七
番
地
一

三

笛
吹
平
成
一
八
年
六
月

和
温
泉

先
（
石
和
温
泉
駅
前
交
差
点
）

二
二
日

停
車
場

告
示
第
六
〇
号

線

」

を「
五
、
一
六
六

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九
番
地
五
先

三

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

和
温
泉

（
石
和
温
泉
駅
前
交
差
点
）

四
日

停
車
場

告
示
第
一
三
号

線

」

に
、

「
五
、
三
四
一

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
一
一
八
番

二

笛
吹
平
成
二
二
年
七
月

地
先
（
丁
字
路
交
差
点
）

五
日

告
示
第
六
六
号

」

を「
五
、
三
四
一

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
六
番
地
一
四
先

二

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
道
路
南
側
丁
字

四
日

路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
五
、
四
一
二

市
道

中
央
市
下
河
東
三
、
〇
四
〇
番
地
五

一

南
甲
平
成
二
四
年
一
〇

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

府

月
一
一
日

告
示
第
一
〇
六
号

」

を「
五
、
四
一
二

市
道

中
央
市
下
河
東
一
、
八
五
一
番
地
一

一

南
甲
平
成
二
五
年
二
月

先
（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

府

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
五
、
四
一
九

主
要
地

山
梨
市
市
川
一
、
二
一
六
番
地
一
先

四

日
下
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

（
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道

部

月
二
二
日

府
山
梨

と
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

市
道

」

を「
五
、
四
一
九

主
要
地

山
梨
市
市
川
一
、
二
一
六
番
地
一
先

四

日
下
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

（
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道

部

月
二
二
日

府
山
梨

と
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

市
道

五
、
四
二
〇

主
要
地

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
新
田
一
、
三
四

一

南
ア
平
成
二
五
年
二
月

方
道
韮

六
番
地
先
（
主
要
地
方
道
韮
崎
南
ア

ル
プ
四
日

崎
南
ア

ル
プ
ス
中
央
線
と
市
道
と
の
三
差
路

ス

告
示
第
一
三
号

ル
プ
ス

交
差
点
）

中
央
線

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
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二
十
五
年
二
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四
日

五
六



五
、
四
二
一

主
要
地

笛
吹
市
一
宮
町
狐
新
居
一
二
七
番
地

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

方
道
白

一
先
（
主
要
地
方
道
白
井
甲
州
線
と

四
日

井
甲
州

市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

線

五
、
四
二
二

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
六
番
地
七
先
（

二

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
道
路
東
側
丁
字
路

四
日

交
差
点
）

告
示
第
一
三
号

五
、
四
二
三

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
五
番
地
一
先

一

笛
吹
平
成
二
五
年
二
月

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
）

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
二
一
九

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
市

八
〇
〇

高
速
車

四
十

石
和
五
〇
・
二

石
和
停

部
一
、
一
一
〇
番
地

中
速
車

・
一
二

車
場
線

先
（
東
電
営
業
所
）

七
号

か
ら
東
八
代
郡
石
和

町
松
本
一
七
七
番
地

の
三
先
（
若
美
屋
み

や
げ
品
店
）
ま
で

」

を「
二
一
九

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
市
部

八
〇
〇

車
両
（

四
〇

笛
吹
平
成
二
五

和
温
泉

一
、
一
一
一
番
地
先

原
付
・

年
二
月
四

停
車
場

（
石
和
温
泉
入
口
交

け
ん
引

日

線

差
点
）
か
ら
笛
吹
市

②
③
を

告
示
第
一

石
和
町
駅
前
一
九
番

除
く
。

三
号

地
五
先
（
石
和
温
泉

）

駅
前
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「

三
七
四

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目

二
三
〇

車
　
両

三
十

甲
府
五
一
・
一

日
向
町

一
五
番
一
号
先
（
鈴

一
・
一
〇

線

木
幾
蔵
方
）
か
ら
甲

三
八
号

府
市
北
口
二
丁
目
一

四
番
一
四
号
先
（
甲

府
電
気
）
ま
で

」

を「
三
七
四

市
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目

一
一
〇

車
両
（

三
〇

甲
府
平
成
二
五

一
五
番
二
六
号
先
（

け
ん
引

年
二
月
四

北
口
駐
車
場
北
西
角

③
を
除

日

丁
字
路
交
差
点
）
か

く
。）

告
示
第
一

ら
甲
府
市
北
口
二
丁

三
号

目
一
四
番
一
四
号
先

（
山
梨
文
化
学
園
南

東
角
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
四
六
四

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松

二
四
〇

車
　
両

三
十

石
和
五
二
・
三

石
和
停

本
一
七
七
番
地
先
（

・
五

車
場
線

キ
ム
ラ
ヤ
石
和
駅
前

一
一
号

店
）
か
ら
東
八
代
郡

石
和
町
松
本
七
二
番

地
の
一
先
（
須
田
和

美
方
）
ま
で

四
六
五

町
道
七

東
八
代
郡
石
和
町
松

三
二
五

車
両
（

三
〇

石
和
平
成
一
三

〇
号
線

本
一
、
一
〇
二
番
地

け
ん
引

年
六
月
七

先
（
ホ
テ
ル
光
城
前

③
を
除

日

交
差
点
）
か
ら
東
八

く
。）

告
示
第
二

代
郡
石
和
町
松
本
一

三
号

、
一
二
五
番
地
先
（

小
沢
薬
品
前
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
七



を「
四
六
四

削
除

笛
吹
平
成
二
五

年
二
月
四

日告
示
第
一

三
号

四
六
五

削
除

笛
吹
平
成
二
五

年
二
月
四

日告
示
第
一

三
号

」

に
、

「
四
七
三

県
　
道

東
山
梨
郡
春
日
居
町

二
、
九
〇
〇

車
　
両

四
〇

石
和
平
八
・
一

下
神
内

桑
戸
五
三
一
番
地
先

（
原
付

日
下
〇
・
一
七

川
石
和

（
代
永
方
）
か
ら
東

・
け
ん

部

告
示

停
車
場

八
代
郡
石
和
町
松
本

引
②
③

第
四
七
号

線

一
、
〇
三
四
番
地
先

を
除
く

（
須
田
組
駐
車
場
）

。）

ま
で
の
両
側

」

を「
四
七
三

県
道
下

笛
吹
市
春
日
居
町
桑

三
、
五
〇
〇

車
両
（

四
〇

笛
吹
平
成
二
五

神
内
川

戸
五
三
一
番
地
先
（

原
付
・

年
二
月
四

石
和
温

落
合
跨
線
橋
南
交
差

け
ん
引

日

泉
停
車

点
）
か
ら
笛
吹
市
石

②
③
を

告
示
第
一

場
線

和
町
駅
前
一
九
番
地

除
く
。

三
号

県
道
一

五
先
（
石
和
温
泉
駅

）

宮
山
梨

前
交
差
点
）
ま
で
の

線

両
側

」

に
、

「

一
、
四

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松

一
九
〇

車
　
両

四
〇

石
和
平
一
〇
・

六
六

一
号
線

本
一
八
八
番
地
先
（

（
原
付

・
四
・
三

富
士
屋
お
み
や
げ
店

・
け
ん

〇

北
側
）
か
ら
東
八
代

引
②
③

告
示

郡
石
和
町
松
本
四
一

を
除
く

第
二
二
号

五
番
地
先
（
彩
甲
斐

。）

橋
南
詰
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
、
四

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前

一
九
〇

車
両
（

四
〇

笛
吹
平
成
二
五

六
六

一
九
番
地
五
先
（
石

原
付
・

年
二
月
四

和
温
泉
駅
前
交
差
点

け
ん
引

日

）
か
ら
笛
吹
市
石
和

②
③
を

告
示
第
一

町
松
本
四
一
五
番
地

除
く
。

三
号

先
（
彩
甲
斐
橋
南
詰

）

交
差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
、

「
一
、
五

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中

二
、
一
五
〇

自
動
車

六
〇

南
ア
平
成
二
二

三
一

崎
南
ア

條
二
、
一
一
一
番
地

た
だ

ル
プ
年
四
月
八

ル
プ
ス

先
（
新
山
梨
環
状
道

し
、

ス

日

中
央
線

路
二
車
線
区
間
始
点

異
常

告
示
第
三

（
新
山

）
か
ら
南
ア
ル
プ
ス

気
象

七
号

梨
環
状

市
寺
部
二
、
四
五
〇

時
等

道
路
・

番
地
一
先
（
県
道
韮

は
四

外
回
り

崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央

〇
と

）

線
一
般
道
と
の
接
続

す
る

部
）
ま
で

。

一
、
五

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部

二
、
五
五
〇

自
動
車

六
〇

南
甲
平
成
二
二

三
二

崎
南
ア

二
、
四
五
〇
番
地
一

た
だ

府

年
四
月
八

ル
プ
ス

先
（
県
道
韮
崎
南
ア

し
、

南
ア
日

中
央
線

ル
プ
ス
中
央
線
一
般

異
常

ル
プ
告
示
第
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
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二
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四
日

五
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（
新
山

道
と
の
接
続
部
）
か

気
象

ス

七
号

梨
環
状

ら
中
央
市
臼
井
阿
原

時
等

道
路
・

一
、
九
〇
三
番
地
一

は
四

内
回
り

五
先
（
新
山
梨
環
状

〇
と

）

道
路
四
車
線
区
間
始

す
る

点
）
ま
で

。

」

を「
一
、
五

削
除

南
ア
平
成
二
五

三
一

ル
プ
年
二
月
四

ス

日告
示
第
一

三
号

一
、
五

削
除

南
甲
平
成
二
五

三
二

府

年
二
月
四

南
ア
日

ル
プ
告
示
第
一

ス

三
号

」

に
、

「
一
、
六

県
道
韮

中
央
市
臼
井
阿
原
一

三
、
七
〇
〇

自
動
車

七
〇

南
甲
平
成
二
一

七
〇

崎
南
ア

、
九
〇
三
番
地
一
五

た
だ

府

年
七
月
九

ル
プ
ス

先
（
新
山
梨
環
状
道

し
、

日

中
央
線

路
四
車
線
区
間
始
点

異
常

告
示
第
六

（
新
山

）
か
ら
中
央
市
成
島

気
象

八
号

梨
環
状

一
、
二
七
五
番
地
一

時
等

道
路
・

先
（
新
山
梨
環
状
道

は
五

内
回
り

路
二
車
線
区
間
始
点

〇
と

）

）
ま
で

す
る

。

一
、
六

県
道
韮

中
央
市
成
島
二
、
〇

三
、
三
〇
〇

自
動
車

七
〇

南
甲
平
成
二
二

七
一

崎
南
ア

八
二
番
地
先
（
新
山

た
だ

府

年
七
月
九

ル
プ
ス

梨
環
状
道
路
四
車
線

し
、

南
ア
日

中
央
線

区
間
始
点
）
か
ら
南

異
常

ル
プ
告
示
第
六

（
新
山

ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條

気
象

ス

八
号

梨
環
状

二
、
一
一
一
番
地
先

時
等

道
路
・

（
新
山
梨
環
状
道
路

は
五

外
回
り

二
車
線
区
間
始
点
）

〇
と

）

ま
で

す
る

。

」

を「
一
、
六

県
道
韮

南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部

六
、
二
五
〇

自
動
車

七
〇

南
甲
平
成
二
五

七
〇

崎
南
ア

二
、
四
五
〇
番
地
一

た
だ

府

年
二
月
四

ル
プ
ス

先
（
県
道
韮
崎
南
ア

し
、

南
ア
日

中
央
線

ル
プ
ス
中
央
線
一
般

異
常

ル
プ
告
示
第
一

（
新
山

道
と
の
接
続
部
）
か

気
象

ス

三
号

梨
環
状

ら
中
央
市
成
島
二
、

時
等

道
路
・

〇
八
二
番
地
先
（
新

は
五

内
回
り

山
梨
環
状
道
路
二
車

〇
と

）

線
区
間
始
点
）
ま
で

す
る

。

一
、
六

県
道
韮

中
央
市
成
島
二
、
〇

五
、
四
五
〇

自
動
車

七
〇

南
甲
平
成
二
五

七
一

崎
南
ア

八
二
番
地
先
（
新
山

た
だ

府

年
二
月
四

ル
プ
ス

梨
環
状
道
路
四
車
線

し
、

南
ア
日

中
央
線

区
間
始
点
）
か
ら
南

異
常

ル
プ
告
示
第
一

（
新
山

ア
ル
プ
ス
市
寺
部
二

気
象

ス

三
号

梨
環
状

、
四
五
〇
番
地
一
先

時
等

道
路
・

（
県
道
韮
崎
南
ア
ル

は
五

外
回
り

プ
ス
中
央
線
一
般
道

〇
と

）

と
の
接
続
部
）
ま
で

す
る

。

」

に
、

「
一
、
七

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、

三
〇
〇

車
両（

三
〇

韮
崎
平
成
二
四

一
九

〇
号
下

四
八
〇
番
地
二
先
（

原
付
・

年
一
一
月

り
線
分

国
道
二
〇
号
下
り
線

け
ん
引

二
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

五
九



岐
路

分
岐
路
入
口
）
か
ら

③
を
除

告
示
第
一

甲
斐
市
下
今
井
六
四

く
。）

二
五
号

七
番
地
一
先
（
国
道

二
〇
号
下
り
線
分
岐

路
出
口
）
ま
で
の
間

」

を「
一
、
七

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、

三
〇
〇

車
両
（

三
〇

韮
崎
平
成
二
四

一
九

〇
号
下

四
八
〇
番
地
二
先
（

原
付
・

年
一
一
月

り
線
分

国
道
二
〇
号
下
り
線

け
ん
引

二
二
日

岐
路

分
岐
路
入
口
）
か
ら

③
を
除

告
示
第
一

甲
斐
市
下
今
井
六
四

く
。）

二
五
号

七
番
地
一
先
（
国
道

二
〇
号
下
り
線
分
岐

路
出
口
）
ま
で
の
間

一
、
七

市
道
増

甲
府
市
増
坪
町
七
〇

九
六
〇

車
両
（

四
〇

南
甲
平
成
二
五

二
〇

坪
一
号

七
番
地
一
先
（
市
道

原
付
・

府

年
二
月
四

線

同
士
の
三
差
路
交
差

け
ん
引

日

点
）
か
ら
甲
府
市
上

②
③
を

告
示
第
一

町
九
三
五
番
地
先
（

除
く
。

三
号

環
境
セ
ン
タ
ー
西
交

）

差
点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
二
中

「
二

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二

二
〇
〇

〇
・
二

車
両

三
〇

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

丁
目
一
五
番
四

三

（
け

年
一
一
月

地
区
画

号
先
（
県
立
図

ん
引

二
二
日

整
理
三

書
館
北
交
差
点

③
を

告
示
第
一

号
線

）
、
甲
府
市
北

除
く

二
五
号

甲
府
駅

口
二
丁
目
一
五

。）

周
辺
土

番
二
六
号
先
（

地
区
画

丁
字
路
交
差
点

整
理
七

）
、
甲
府
市
北

号
線

口
二
丁
目
八
番

先
（
山
梨
文
化

会
館
前
交
差
点

）
、
甲
府
市
北

口
二
丁
目
一
〇

番
二
号
先
（
甲

府
駅
北
口
交
差

点
）
の
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨

線
及
び
市
道
に

囲
ま
れ
た
区
域

内
の
全
て
の
道

路

」

を「
二

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二

二
〇
〇

〇
・
二

車
両

三
〇

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

丁
目
一
五
番
四

三

（
け

年
一
一
月

地
区
画

号
先
（
県
立
図

ん
引

二
二
日

整
理
三

書
館
北
交
差
点

③
を

告
示
第
一

号
線

）
、
甲
府
市
北

除
く

二
五
号

甲
府
駅

口
二
丁
目
一
五

。）

周
辺
土

番
二
六
号
先
（

地
区
画

丁
字
路
交
差
点

整
理
七

）
、
甲
府
市
北

号
線

口
二
丁
目
八
番

先
（
山
梨
文
化

会
館
前
交
差
点

）
、
甲
府
市
北

口
二
丁
目
一
〇

番
二
号
先
（
甲

府
駅
北
口
交
差

点
）
の
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨

線
及
び
市
道
に

囲
ま
れ
た
区
域

内
の
全
て
の
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
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十
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四
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路

三

市
道

甲
府
市
上
曽
根

一
、
八
四
五

三
二
・

車
両

三
〇

南
甲
平
成
二
五

町
一
、
二
四
八

四
四

（
け

府

年
二
月
四

番
地
先
（
中
道

ん
引

日

橋
南
詰
交
差
点

③
を

告
示
第
一

北
東
側
丁
字
路

除
く

三
号

交
差
点
）
、
甲

。）

府
市
上
曽
根
町

三
、
一
九
〇
番

地
一
先
（
乱
橋

北
詰
）
、
甲
府

市
上
曽
根
町
三

、
二
〇
二
番
地

先
（
上
曽
根
交

差
点
）
、
甲
府

市
上
曽
根
町
三

、
三
六
八
番
地

先
（
甲
府
南
Ｉ

Ｃ
北
側
カ
ル
バ

ー
ト
ボ
ッ
ク
ス

北
側
十
字
路
交

差
点
）
、
甲
府

市
上
曽
根
町
三

、
二
〇
六
番
地

二
先
（
中
道
北

小
学
校
西
側
三

差
路
交
差
点
）

の
国
道
一
四
〇

号
、
県
道
甲
府

精
進
湖
線
、
市

道
に
囲
ま
れ
た

区
域
内
の
全
て

の
道
路

四

市
道

甲
斐
市
竜
王
二

四
、
二
〇
〇

二
〇
・

車
両

三
〇

韮
崎
平
成
二
五

、
三
一
一
番
地

四

（
け

年
二
月
四

三
先
（
市
道
同

ん
引

日

士
の
十
字
路
交

③
を

告
示
第
一

差
点
）
、
甲
斐

除
く

三
号

市
竜
王
三
七
三

。）

番
地
先
（
ド
ラ

ゴ
ン
パ
ー
ク
南

西
側
三
差
路
交

差
点
）
、
甲
斐

市
竜
王
四
六
〇

番
地
先
（
竜
王

北
中
学
校
グ
ラ

ン
ド
南
西
側
丁

字
路
交
差
点
）

、
甲
斐
市
竜
王

五
三
一
番
地
先

（
竜
王
一
区
交

差
点
）
、
甲
斐

市
竜
王
六
三
二

番
地
五
先
（
慈

昭
寺
南
西
角
丁

字
路
交
差
点
）

、
甲
斐
市
竜
王

六
四
〇
番
地
一

先
（
市
道
同
士

の
十
字
路
交
差

点
）
、
甲
斐
市

竜
王
二
、
三
四

一
番
地
一
先
（

市
道
同
士
の
丁

字
路
交
差
点
）

の
市
道
に
囲
ま

れ
た
区
域
内
の

全
て
の
道
路

五

町
道

南
都
留
郡
西
桂

二
、
五
〇
五

一
七
・

車
両

三
〇

大
月
平
成
二
五

町
小
沼
一
、
三

六
七

（
け

年
二
月
四

八
一
番
地
先
（

ん
引

日

山
梨
県
公
報
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二
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六
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成
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十
五
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西
桂
町
消
防
団

③
を

告
示
第
一

第
二
分
団
前
三

除
く

三
号

差
路
交
差
点
）

。）

、
南
都
留
郡
西

桂
町
小
沼
一
、

四
一
五
番
地
先

（
富
士
見
橋
北

詰
）
、
南
都
留

郡
西
桂
町
小
沼

一
、
八
七
四
番

地
先
（
西
桂
小

学
校
北
西
角
四

差
路
交
差
点
）

、
南
都
留
郡
西

桂
町
小
沼
二
、

七
四
四
番
地
先

（
国
道
一
三
九

号
と
町
道
と
の

三
差
路
交
差
点

）
の
国
道
一
三

九
号
及
び
町
道

に
囲
ま
れ
た
区

域
内
の
全
て
の

道
路

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
三
一
〇

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本

一
、
五
六
〇

車
両

終
日

石
和
五
七
・
一

石
和
停

一
七
七
番
地
先
（
若
美

二
・
一
六

車
場
線

屋
商
店
前
）
か
ら
東
八

五
四
号

町
　
道

代
郡
石
和
町
四
日
市
場

石
和
駅

一
八
一
四
番
地
の
一
先

前
線

（
大
三
元
前
）
ま
で
の

両
側

」

を

「
三
一
〇

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一

一
、
五
六
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

和
温
泉

九
番
地
五
先
（
石
和
温

年
二
月
四

停
車
場

泉
駅
前
交
差
点
）
か
ら

日

線

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市

告
示
第
一

市
道

場
一
、
八
一
四
番
地
一

三
号

先
（
石
和
橋
西
詰
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
四
八
四

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番
地
一

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

先
（
国
道
一
四
〇
号
と

部

年
一
一
月

府
山
梨

主
要
地
方
道
甲
府
山
梨

二
二
日

線
（
八

線
と
の
丁
字
路
交
差
点

告
示
第
一

幡
バ
イ

）
か
ら
山
梨
市
堀
内
二

二
五
号

パ
ス
）

一
番
地
一
先
（
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
八
四

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番
地
一

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

先
（
国
道
一
四
〇
号
と

部

年
一
一
月

府
山
梨

主
要
地
方
道
甲
府
山
梨

二
二
日

線
（
八

線
と
の
丁
字
路
交
差
点

告
示
第
一

幡
バ
イ

）
か
ら
山
梨
市
堀
内
二

二
五
号

パ
ス
）

一
番
地
一
先
（
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

四
八
五

市
道
増

甲
府
市
増
坪
町
七
〇
七

九
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
五

坪
一
号

番
地
一
先
（
市
道
同
士

府

年
二
月
四

線

の
三
差
路
交
差
点
）
か

日

ら
甲
府
市
上
町
九
三
五

告
示
第
一
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梨
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公
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番
地
先
（
環
境
セ
ン
タ

三
号

ー
西
交
差
点
）
ま
で
の

両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
一
、
六
〇
八

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
八

石
　
和
五
〇
・
八
・
一
九

下
神
内

番
地
の
二
先
（
須
田
美
容
室
）
北
側

二
九
号

川
石
和

停
車
場

線

一
、
六
〇
八
の

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
七
二
番
地
の

石
　
和
五
〇
・
八
・
一
九

二

下
神
内

一
先
（
須
田
和
美
方
）
南
側

二
九
号

川
石
和

停
車
場

線

一
、
六
〇
九

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
三
六

石
　
和
五
〇
・
八
・
一
九

番
地
先
（
え
ち
ご
や
）
東
側

二
九
号

」

を「
一
、
六
〇
八

県
道
下

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
八
番

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

神
内
川

地
先
（
松
本
踏
切
南
側
十
字
路
交
差

四
日

石
和
温

点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

泉
停
車

場
線

一
、
六
〇
八
の

削
除

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

二

四
日

告
示
第
一
三
号

一
、
六
〇
九

県
道
下

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
番
地
三
先
（

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

神
内
川

松
本
踏
切
南
側
十
字
路
交
差
点
・
東

四
日

石
和
温

進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

泉
停
車

場
線

」

に
、

「
五
、
九
一
七

町
　
道

中
巨
摩
郡
白
根
町
飯
野
四
〇
九
一
番

小
笠
原
五
八
・
一
〇
・
六

地
の
一
先
（
名
執
牛
三
郎
所
有
畑
西

五
四
号

側
）

」

を「
五
、
九
一
七

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
四
、
〇
九
〇
番

南
ア
ル
平
成
二
五
年
二
月

地
先
（
南
ア
ル
プ
ス
市
企
業
局
西
側

プ
ス

四
日

十
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
六
、
三
七
一

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
一
番
二
六
号

甲
　
府
五
九
・
一
二
・
六

北
口
二

先
（
県
職
員
駐
車
場
正
門
南
側
）

五
九
号

丁
目
一

号
線

六
、
三
七
二

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目
八
番
先
（
県
営

甲
　
府
五
九
・
一
二
・
六

北
口
二

北
口
駐
車
場
北
側
）

五
九
号

丁
目
一

号
線

六
、
三
七
三

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
一
番
二
六
号

甲
　
府
五
九
・
一
二
・
六

北
口
二

先
（
県
職
員
駐
車
場
南
東
角
）

五
九
号

丁
目
一

号
線

」

を「
六
、
三
七
一

削
除

甲
府

平
成
二
五
年
二
月

四
日

告
示
第
一
三
号

山
梨
県
公
報
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千
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成
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十
五
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月
四
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六
、
三
七
二

削
除

甲
府

平
成
二
五
年
二
月

四
日

告
示
第
一
三
号

六
、
三
七
三

削
除

甲
府

平
成
二
五
年
二
月

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
六
、
七
三
二

市
　
道

甲
府
市
増
坪
町
五
八
八
番
地
の
一
先

南
甲
府
六
一
・
四
・
一
七

（
内
藤
進
方
西
側
）

一
五
号

」

を「
六
、
七
三
二

市
道

甲
府
市
上
町
一
、
〇
五
九
番
地
二
先

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

（
環
境
セ
ン
タ
ー
西
交
差
点
北
側
十

四
日

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
七
、
五
八
二

私
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
五
九
二

上
野
原
六
三
・
一
一
・
一

番
地
先
（
忠
実
屋
南
側
）

〇二
八
号

」

を「
七
、
五
八
二

削
除

上
野
原
平
成
二
五
年
二
月

四
日

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
九
、
一
一
九

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
二
二
二
番
地

石
　
和
平
九
・
七
・
二
四

先
（
サ
テ
ィ
石
和
店
駐
車
場
北
西
角

告
示

、
西
進
車
両
）

第
三
七
号

」

を「
九
、
一
一
九

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
五
番
地
一
先

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・
西

四
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
〇
、
一
八
二

町
道
七

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
三
六

石
和

平
成
一
三
年
六
月

九
号
線

番
地
先
（
し
ん
と
み
東
側
・
北
進
車

七
日

両
）

告
示
第
二
三
号

」

を「
一
〇
、
一
八
二

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
八
番
地
三
先
（

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

松
本
踏
切
南
側
十
字
路
交
差
点
・
北

四
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
〇
、
四
九
七

町
道

東
八
代
郡
石
和
町
松
本
一
、
〇
六
六

石
和

平
成
一
四
年
一
〇

番
地
の
一
先
（
石
和
駅
前
郵
便
局
南

月
一
〇
日

側
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
七
号

」

を「
一
〇
、
四
九
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
七
番
地
七
先
（

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

石
和
駅
前
郵
便
局
南
側
丁
字
路
交
差

四
日

点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
〇
、
六
三
一

町
道
新

中
巨
摩
郡
敷
島
町
大
久
保
九
二
番
地

甲
府

平
成
一
五
年
七
月

天
狗
沢

先
（
町
道
天
狗
沢
大
久
保
線
と
の
丁

二
四
日

大
久
保

字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
五
一
号

線

」
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県
公
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二
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を「
一
〇
、
六
三
一

市
道

甲
斐
市
大
久
保
二
六
四
番
地
（
大
神

韮
崎

平
成
二
五
年
二
月

橋
東
側
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両

四
日

）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
〇
、
九
二
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
四
〇
九
番

笛
吹

平
成
一
七
年
四
月

地
の
五
先
（
労
報
橋
北
交
差
点
・
東

二
八
日

進
車
両
）

告
示
第
三
七
号

」

を「
一
〇
、
九
二
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
〇
番
地
四
先

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

（
労
報
橋
北
詰
十
字
路
交
差
点
・
東

四
日

進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
〇
、
九
五
〇

市
道
五

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
一
〇
四
番

笛
吹

平
成
一
七
年
六
月

四
二
号

地
先
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
道
路
東
側

一
六
日

線
（
石

広
場
交
差
点
南
側
・
南
進
車
両
）

告
示
第
五
五
号

和
地
内

）

」

を「
一
〇
、
九
五
〇

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
六
番
地
一
四
先

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

（
石
和
温
泉
駅
南
交
差
点
東
側
丁
字

四
日

路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
一
、
〇
四
一

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
一
番
地
一

笛
吹

平
成
一
七
年
一
二

石
和
温

先
（
北
進
車
両
）

月
一
日

泉
駅
前

告
示
第
一
〇
五
号

区
画
道

路
二
号

線
）

」

を「
一
一
、
〇
四
一

市
道
（

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
三
番
地
三
先
（

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

石
和
温

石
和
温
泉
駅
前
交
差
点
東
側
丁
字
路

四
日

泉
駅
前

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

区
画
道

路
二
号

線
）

」

に
、

「
一
一
、
二
六
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
七
番
地
一

笛
吹

平
成
二
〇
年
五
月

先
（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
中
央
・
西

八
日

進
車
両
）

告
示
第
五
八
号

」

を「
一
一
、
二
六
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九
番
地
二
先

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
中
央
・
西
進

四
日

車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
一
、
五
一
三

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
、
一
一
八
番

笛
吹

平
成
二
二
年
七
月

地
先
（
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両

五
日

）

告
示
第
六
六
号

」

を「
一
一
、
五
一
三

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
〇
番
地
六
先

笛
吹

平
成
二
五
年
二
月

（
労
報
橋
北
西
側
丁
字
路
交
差
点
・

四
日

西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」
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に
、

「
一
一
、
五
二
六

市
道

甲
府
市
上
町
一
、
〇
四
七
番
地
二
先

南
甲
府
平
成
二
二
年
一
一

（
十
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

月
一
五
日

告
示
第
一
一
六
号

」

を「
一
一
、
五
二
六

市
道

甲
府
市
増
坪
町
五
八
一
番
地
一
先
（

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

環
境
セ
ン
タ
ー
西
交
差
点
北
側
十
字

四
日

路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

」

に
、

「
一
一
、
六
六
〇

市
道

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
一
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
市
道
と
の
十

月
二
二
日

字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

」

を「
一
一
、
六
六
〇

市
道

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
一
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
市
道
と
の
十

月
二
二
日

字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
六
一

市
道
田

中
央
市
東
花
輪
五
八
二
番
地
一
二
先

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

富
二
〇

（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
南

四
日

二
九
号

西
側
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

線

一
一
、
六
六
二

市
道
田

中
央
市
東
花
輪
八
八
八
番
地
先
（
Ｊ

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

富
二
〇

Ｒ
東
花
輪
駅
前
ロ
ー
タ
リ
ー
出
口
・

四
日

二
九
号

西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

線

一
一
、
六
六
三

町
道
区

中
巨
摩
郡
昭
和
町
飯
喰
一
、
三
四
四

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

画
道
路

番
地
一
先
（
飯
喰
交
差
点
南
側
十
字

四
日

六
四
号

路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
六
四

町
道
区

中
巨
摩
郡
昭
和
町
常
永
土
地
区
画
整

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

画
道
路

理
地
内
九
四
街
区
三
画
地
先
（
飯
喰

四
日

六
四
号

南
交
差
点
東
側
十
字
路
交
差
点
・
南

告
示
第
一
三
号

進
車
両
）

一
一
、
六
六
五

町
道
区

中
巨
摩
郡
昭
和
町
常
永
土
地
区
画
整

南
甲
府
平
成
二
五
年
二
月

画
道
路

理
地
内
九
七
街
区
七
画
地
先
（
飯
喰

四
日

六
四
号

南
交
差
点
東
側
十
字
路
交
差
点
・
北

告
示
第
一
三
号

進
車
両
）

一
一
、
六
六
六

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
三
、
七
五
九
番

南
ア
ル
平
成
二
五
年
二
月

地
五
先
（
巨
摩
共
立
病
院
西
側
十
字

プ
ス

四
日

路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
六
七

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部
一
、
九
二
四
番

南
ア
ル
平
成
二
五
年
二
月

地
一
先
（
新
山
梨
環
状
道
路
と
市
道

プ
ス

四
日

と
の
丁
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
六
八

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
寺
部
一
、
八
七
二
番

南
ア
ル
平
成
二
五
年
二
月

地
四
先
（
實
成
寺
北
東
側
十
字
路
交

プ
ス

四
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
六
九

市
道

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
七
五
番
地
先

韮
崎

平
成
二
五
年
二
月

（
中
部
横
断
自
動
車
道
富
士
川
橋
東

四
日

側
十
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
七
〇

市
道

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
八
八
番
地
一

韮
崎

平
成
二
五
年
二
月

先
（
中
部
横
断
自
動
車
道
富
士
川
橋

四
日

東
側
十
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
七
一

市
道

甲
斐
市
大
久
保
一
七
二
番
地
一
先
（

韮
崎

平
成
二
五
年
二
月

大
神
橋
北
詰
丁
字
路
交
差
点
・
北
進

四
日

車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
七
二

町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
五
、

富
士
吉
平
成
二
五
年
二
月

〇
六
九
番
地
先
（
市
道
同
士
の
十
字

田

四
日

路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号
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一
一
、
六
七
三

町
道

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
五
、

富
士
吉
平
成
二
五
年
二
月

〇
九
一
番
地
一
先
（
市
道
同
士
の
十

田

四
日

字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
三
号

一
一
、
六
七
四

県
道
梁

大
月
市
猿
橋
町
藤
崎
一
、
六
八
一
番

大
月

平
成
二
五
年
二
月

川
猿
橋

地
先
（
県
道
梁
川
猿
橋
線
の
バ
イ
パ

四
日

線

ス
と
旧
道
と
の
三
差
路
交
差
点
・
北

告
示
第
一
三
号

進
車
両
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
九
二

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁

五
七

車
両

終
日

甲
府
平
四
・
八

北
口
二

目
九
番
先
（
ダ
イ

・
六

丁
目
二

イ
チ
フ
ァ
ミ
リ
コ

三
二
号

号
線

甲
府
店
南
東
角
）

か
ら
甲
府
市
北
口

二
丁
目
九
番
一
一

号
先
（
甲
府
北
口

二
郵
便
局
前
）
ま

で
の
両
側

九
三

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁

八
〇

車
両

終
日

甲
府
五
五
・
八

北
口
二

目
六
番
先
（
山
梨

・
一
一

丁
目
一

文
化
会
館
西
側
）

三
五
号

号
線

か
ら
甲
府
市
北
口

（
山
梨

二
丁
目
一
一
番
二

文
化
会

六
号
先
（
山
梨
県

館
西
側

甲
府
合
同
庁
舎
南

通
り
）

側
）
ま
で

」

を「
九
二

削
除

甲
府
平
成
二
五

年
二
月
四

日告
示
第
一

三
号

九
三

削
除

甲
府
平
成
二
五

年
二
月
四

日告
示
第
一

三
号

」

に
、

「
九
六

市
　
道

甲
府
市
北
口
二
丁

二
三
〇

車
両

終
日

甲
府
五
一
・
一

日
向
町

目
一
五
番
一
号
先

一
・
一
〇

線

（
鈴
木
幾
蔵
方
）

三
八
号

か
ら
甲
府
市
北
口

二
丁
目
一
四
番
一

四
号
先
（
甲
府
電

気
）
ま
で
の
両
側

」

を「
九
六

市
道

甲
府
市
北
口
二
丁

一
一
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
二
五

目
一
五
番
二
六
号

年
二
月
四

先
（
北
口
駐
車
場

日

北
西
角
丁
字
路
交

告
示
第
一

差
点
）
か
ら
甲
府

三
号

市
北
口
二
丁
目
一

四
番
一
四
号
先
（

山
梨
文
化
学
園
南

東
角
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
、

「
二
四
三

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町

八
〇
〇

車
両

終
日

石
和
五
〇
・
二

石
和
停

市
部
一
、
一
一
〇

・
一
二

車
場
線

番
地
の
一
先
（
東

七
号

電
営
業
所
）
か
ら

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

六
七



東
八
代
郡
石
和
町

松
本
一
八
八
番
地

先
（
小
林
隆
保
方

）
ま
で
の
両
側

二
四
四

県
　
道

東
八
代
郡
石
和
町

五
〇
〇

車
両

終
日

石
和
五
二
・
六

石
和
停

松
本
一
八
八
番
地

・
六

車
場
松

先
（
石
和
駅
前
）

二
一
号

本
線

か
ら
東
八
代
郡
石

和
町
松
本
九
七
番

地
先
（
松
本
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

を「
二
四
三

県
道
石

笛
吹
市
石
和
町
市

八
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

和
温
泉

部
一
、
一
一
〇
番

年
二
月
四

停
車
場

地
一
先
（
石
和
温

日

線

泉
駅
入
口
交
差
点

告
示
第
一

）
か
ら
笛
吹
市
石

三
号

和
町
駅
前
一
九
番

地
五
先
（
石
和
温

泉
駅
前
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

二
四
四

県
道
下

笛
吹
市
石
和
町
駅

五
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

神
内
川

前
一
九
番
地
五
先

年
二
月
四

石
和
温

（
石
和
温
泉
駅
前

日

泉
停
車

交
差
点
）
か
ら
笛

告
示
第
一

場
線

吹
市
石
和
町
駅
前

三
号

一
番
地
三
先
（
松

本
踏
切
南
側
十
字

路
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「

一
、
〇
九
二

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町

三
七
〇

車
両

終
日

石
和
平
一
〇
・

一
号
線

松
本
一
八
八
番
地

四
・
三
〇

先
（
富
士
家
お
み

告
示

や
げ
店
北
側
）
か

第
二
二
号

ら
東
八
代
郡
石
和

町
松
本
七
〇
一
番

地
の
一
先
（
彩
甲

斐
橋
北
詰
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
〇
九
三

町
　
道

東
八
代
郡
石
和
町

三
五
〇

車
両

終
日

石
和
平
二
・
五

松
本
二
二
二
番
地

・
二
四

先
（
「
小
林
愛
則

一
四
号

」
方
東
側
）
か
ら

東
八
代
郡
石
和
町

松
本
二
五
四
番
地

先
（
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
南
東

角
）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
、
〇
九
二

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅

三
七
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

前
三
番
地
三
先
（

年
二
月
四

石
和
温
泉
駅
前
交

日

差
点
）
か
ら
笛
吹

告
示
第
一

市
石
和
町
松
本
七

三
号

〇
一
番
地
一
先
（

彩
甲
斐
橋
北
詰
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
〇
九
三

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松

三
五
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

本
二
二
二
番
地
一

年
二
月
四

〇
先
（
石
和
温
泉

日

駅
前
公
園
南
西
側

告
示
第
一

丁
字
路
交
差
点
）

三
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

六
八



か
ら
笛
吹
市
石
和

町
駅
前
一
六
番
地

六
先
（
石
和
温
泉

駅
南
交
差
点
北
側

丁
字
路
交
差
点
）

ま
で
の
両
側

」

に
、

「
一
、
三
四
九

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松

二
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
〇

本
一
七
七
番
地
八

年
五
月
八

先
（
石
和
温
泉
駅

日

前
広
場
）

告
示
第
五

八
号

」

を「
一
、
三
四
九

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅

二
〇
〇

車
両

終
日

笛
吹
平
成
二
五

前
一
九
番
地
二
先

年
二
月
四

（
石
和
温
泉
駅
前

日

ロ
ー
タ
リ
ー
）

告
示
第
一

三
号

」

に
、

「
一
、
三
七
六

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

地
一
先
（
国
道
一

部

年
一
一
月

府
山
梨

四
〇
号
と
主
要
地

二
二
日

線
（
八

方
道
甲
府
山
梨
線

告
示
第
一

幡
バ
イ

と
の
丁
字
路
交
差

二
五
号

パ
ス
）

点
）
か
ら
山
梨
市

堀
内
二
一
番
地
一

先
（
主
要
地
方
道

甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「
一
、
三
七
六

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

地
一
先
（
国
道
一

部

年
一
一
月

府
山
梨

四
〇
号
と
主
要
地

二
二
日

線
（
八

方
道
甲
府
山
梨
線

告
示
第
一

幡
バ
イ

と
の
丁
字
路
交
差

二
五
号

パ
ス
）

点
）
か
ら
山
梨
市

堀
内
二
一
番
地
一

先
（
主
要
地
方
道

甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
三
七
七

市
道
増

甲
府
市
増
坪
町
七

九
六
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
五

坪
一
号

〇
七
番
地
一
先
（

府

年
二
月
四

線

市
道
同
士
の
三
差

日

路
交
差
点
）
か
ら

告
示
第
一

甲
府
市
上
町
九
三

三
号

五
番
地
先
（
環
境

セ
ン
タ
ー
西
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

一
、
三
七
八

市
道
田

中
央
市
東
花
輪
五

三
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
五

富
二
〇

八
二
番
地
一
二
先

府

年
二
月
四

二
九
号

（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪
駅

日

線

前
ロ
ー
タ
リ
ー
入

告
示
第
一

口
）
か
ら
中
央
市

三
号

東
花
輪
八
八
八
番

地
先
（
Ｊ
Ｒ
東
花

輪
駅
前
ロ
ー
タ
リ

ー
出
口
）
ま
で
の

両
側

一
、
三
七
九

市
道
田

中
央
市
布
施
一
、

一
二
五

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
五

富
二
〇

四
三
〇
番
地
二
先

府

年
二
月
四

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

六
九



二
九
号

（
市
道
同
士
の
丁

日

線

字
路
交
差
点
）
か

告
示
第
一

ら
中
央
市
東
花
輪

三
号

五
八
二
番
地
四
先

（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪
駅

前
ロ
ー
タ
リ
ー
南

西
側
丁
字
路
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
三
四

県
　
道

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
四
、
〇
二
六
番

南
　
部
平
一
一
・
一
・
二
八

身
延
本

地
の
三
先
（
大
野
ト
ン
ネ
ル
北
側
）
か

告
示

栖
線

ら
南
巨
摩
郡
身
延
町
大
野
三
四
八
番
地

第
六
号

の
二
先
（
大
野
歩
道
ト
ン
ネ
ル
南
側
）

ま
で
の
歩
道
（
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
三
四

町
道

南
巨
摩
郡
身
延
町
梅
平
四
、
〇
二
六
番

南
部

平
成
二
五
年
二
月
四
日

地
三
先
（
大
野
ト
ン
ネ
ル
北
側
）
か
ら

告
示
第
一
三
号

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
野
三
四
八
番
地
二

先
（
大
野
ト
ン
ネ
ル
南
側
）
ま
で
の
歩

道
（
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
の
二
中

「
一
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
七
番
地

終
日

タ
ク
シ

笛
吹
平
成
二
〇
年

八
先
（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
西
側

ー

五
月
八
日

・
タ
ク
シ
ー
乗
降
場
、
路
線
バ
ス

路
線
バ

告
示
第
五
八

乗
降
場
五
〇
メ
ー
ト
ル
区
間
の
内

ス

号

の
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ

た
部
分
）

一
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
松
本
一
七
七
番
地

終
日

市
営
路

笛
吹
平
成
二
〇
年

八
先
（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
東
側

線
バ
ス

五
月
八
日

・
路
線
バ
ス
乗
降
場
一
五
メ
ー
ト

告
示
第
五
八

ル
区
間
の
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ

号

て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

」

を「
一
五

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九
番
地
二

終
日

タ
ク
シ

笛
吹
平
成
二
五
年

先
（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
西
側
・

ー

二
月
四
日

タ
ク
シ
ー
乗
降
場
、
路
線
バ
ス
乗

路
線
バ

告
示
第
一
三

降
場
五
〇
メ
ー
ト
ル
区
間
の
内
の

ス

号

道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
）

一
六

市
道

笛
吹
市
石
和
町
駅
前
一
九
番
地
二

終
日

市
営
路

笛
吹
平
成
二
五
年

先
（
石
和
温
泉
駅
前
広
場
東
側
・

線
バ
ス

二
月
四
日

路
線
バ
ス
乗
降
場
一
五
メ
ー
ト
ル

告
示
第
一
三

区
間
の
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ
て

号

区
画
さ
れ
た
部
分
）

」

に
、

「
二
八

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
一
番
一
号
先

終
日

タ
ク
シ

大
月
平
成
二
四
年

（
大
月
駅
前
広
場
北
側
・
タ
ク
シ

ー

六
月
一
四
日

ー
乗
降
場
二
〇
メ
ー
ト
ル
区
間
の

告
示
第
五
八

内
の
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ

号

れ
た
部
分
）

」

を「
二
八

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
一
番
一
号
先

終
日

タ
ク
シ

大
月
平
成
二
四
年

（
大
月
駅
前
広
場
北
側
・
タ
ク
シ

ー

六
月
一
四
日

ー
乗
降
場
二
〇
メ
ー
ト
ル
区
間
の

告
示
第
五
八

内
の
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ

号

れ
た
部
分
）

二
九

市
道
田

中
央
市
東
花
輪
五
八
二
番
地
四
先

終
日

路
線
バ

南
甲
平
成
二
五
年

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

七
〇



富
二
〇

（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪
駅
前
市
道
西
側
・

ス

府

二
月
四
日

二
九
号

路
線
バ
ス
乗
降
場
二
三
メ
ー
ト
ル

告
示
第
一
三

線

区
間
の
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ
て

号

区
画
さ
れ
た
部
分
）

三
〇

市
道

中
央
市
東
花
輪
五
八
二
番
地
一
二

終
日

路
線
バ

南
甲
平
成
二
五
年

先
（
Ｊ
Ｒ
東
花
輪
駅
前
市
道
東
側

ス

府

二
月
四
日

・
路
線
バ
ス
乗
降
場
一
八
メ
ー
ト

告
示
第
一
三

ル
区
間
の
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ

号

て
区
画
さ
れ
た
部
分
）

」

に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
九
十
六
号
　
　
平
成
二
十
五
年
二
月
四
日

七
一
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